
新旧対照表 
変更後 変更前 

２ 構造改革特別区域の名称 

オホーツク海さるふつ外国人技能実習

生受入れ特区 

 

４ 構造改革特別区域の特性 

（1） 〔略〕 

（2） 〔略〕 

（3） 国際交流の進展 

   明治以来ホタテ貝柱の輸出は少ない

ながらもされていたが、近年中国をはじ

めとするアジア経済の台頭により、これ

らの国からの我が国の製品輸入は増加

している。 

   こうした状況下において、地域の加工

場については、独自の技術開発による新

たな事業展開への可能性を模索する動

きが活発になっている。 

   近年、外国人技能実習生を受入れて、

技能実習で修得した技能、技術、知識を

技能実習生派遣国において活用する事

を通じて、発展途上国の人材育成を図

り、国際貢献に寄与しているところであ

る。外国人技能実習制度は、国際的な人

材育成の観点から制定された制度で、平

成 10 年度から実施し、延べ 384 名の外

国人技能実習生を受け入れております。

 

   村及び受入れ企業では、外国人技能実

習生を対象に日本文化を理解してもら

うため、村民が行う華道、茶道及び陶芸

教室等に参加させているほか、地域住民

との交流イベント等に積極的に参加し

た上で、子供からお年寄りまで地域住民

とふれあい国際交流の促進に努力して

２ 構造改革特別区域の名称 

オホーツク海さるふつ外国人研修生受

入れ特区 

 

４ 構造改革特別区域の特性 

（1） 〔略〕 

（2） 〔略〕 

（3） 国際交流の進展 

   明治以来ホタテ貝柱の輸出は少ない

ながらもされていたが、近年中国をはじ

めとするアジア経済の台頭により、これ

らの国からの我が国の製品輸入は増加

している。 

   こうした状況下において、地域の加工

場については、独自の技術開発による新

たな事業展開への可能性を模索する動

きが活発になっている。 

   近年、外国人研修生を受入れて、研修

で修得した技能、技術、知識を研修生派

遣国において活用する事を通じて、発展

途上国の人材育成を図り、国際貢献に寄

与しているところである。外国人研修・

技能実習制度は、国際的な人材育成の観

点から制定された制度で、平成 10 年度

から実施し、延べ 109 名の外国人研修生

を受け入れております。内、外国人研修

生 74 名、技能実習生 35 名となってお

ります。 

   村及び受入れ企業では、外国人研修生

を対象に日本文化を理解してもらうた

め、村民が行う華道、茶道及び陶芸教室

等に参加させているほか、地域住民との

交流イベント等に積極的に参加した上

で、子供からお年寄りまで地域住民とふ



いるところである。 

 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義 

本計画は、外国人技能実習生の受入れ枠

が拡大することによって、猿払村のおもな

産業である水産加工業において、外国人技

能実習生が高度な技術、技能、知識を修得

し、それを派遣国において活用することに

よって国際経済への貢献の実現を推進す

るとともに、我が国においては、技能実習

生の受入れ企業が新たに国際的な事業展

開を目指すなど、積極的な国際交流の促進

を通じた、地域経済の活性化を図る為の計

画である。 

本制度の規制緩和を契機に、経済活動を

中心とする国際交流が一層促進される事

が期待できる。 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

  この特別区域においては国際的な人材

育成及び経済交流を促進するうえから、外

国人技能実習生の受入れ枠が増加するこ

とにより、水産加工技術の研鑽がより図ら

れる。 

 さらに、外国人技能実習生が高度な技術、

技能、知識を修得することにより、本国で

の同業種の発展と技術研鑽が図られると

ともに相互の地域活性化や国際的な経済

交流が一層促進されることを目標とする

ものである。 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改

革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

  本村における加工場は、村内５ヶ所に建

設されている。本計画の実施により外国人

れあい国際交流の促進に努力している

ところである。 

 

５ 構造改革特別区域計画の意義 

本計画は、外国人研修の受入れ枠が拡大

することによって、猿払村のおもな産業で

ある水産加工業において、外国人研修生が

高度な技術、技能、知識を修得し、それを

研修派遣国において活用することによっ

て国際経済への貢献の実現を推進すると

ともに、我が国においては、研修生の受入

れ企業が新たに国際的な事業展開を目指

すなど、積極的な国際交流の促進を通じ

た、地域経済の活性化を図る為の計画であ

る。 

本制度の規制緩和を契機に、経済活動を

中心とする国際交流が一層促進される事

が期待できる。 

 

６ 構造改革特別区域計画の目標 

  この特別区域においては国際的な人材

育成及び経済交流を促進するうえから、外

国人研修生の受入れ枠が増加することに

より、水産加工技術の研鑽がより図られ

る。 

 さらに、外国人研修生が高度な技術、技能、

知識を修得することにより、本国での同業

種の発展と技術研鑽が図られるとともに

相互の地域活性化や国際的な経済交流が

一層促進されることを目標とするもので

ある。 

 

７ 構造改革特別区域計画の実施が構造改

革特別区域に及ぼす経済的社会的効果 

  本村における加工場は、村内５ヶ所に建

設されている。本計画の実施により外国人



技能実習生の受入れ数が 15 名程度増加す

る事が見込まれており、特に中国を中心と

するアジア地域との経済上の国際取引の

活性化と国際的な交流人口の増大が進展

するものと期待できる。 

 また日中の食文化の交流も日常的に行わ

れることから、異文化の理解も深まるとと

もに更に国際友好関係の強化が図られる

ことが期待できる。 

 

８ 特定事業の名称 

  外国人技能実習生受入れによる人材育

成促進事業（５０６） 

 

９ 〔略〕 

 

 

別 紙 １ 

 

１ 特定事業の名称 

５０６ 外国人技能実習生受入れによ

る人材育成促進事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けよう

とする者 

北斗国際交流事業協同組合 

出資金：３３０万円 

所在地：北海道宗谷郡猿払村鬼志別東町

１番地 

 

３ 〔略〕 

 

４ 特定事業の内容 

（1）事業に関与する主体 

   ① 巽冷凍食品株式会社 

 ② 株式会社 マルカ菅原商店 

研修生の受入れ数が現状よりも 15 名程度

増加する事が見込まれており、特に中国を

中心とするアジア地域との経済上の国際

取引の活性化と国際的な交流人口の増大

が進展するものと期待できる。 

 また日中の食文化の交流も日常的に行わ

れることから、異文化の理解も深まるとと

もに更に国際友好関係の強化が図られる

ことが期待できる。 

 

８ 特定事業の名称 

  外国人研修生受入れによる人材育成促

進事業（５０６） 

 

９ 〔略〕 

 

 

別 紙 １ 

 

１ 特定事業の名称 

５０６ 外国人研修受入れによる人材

育成促進事業 

 

２ 当該規制の特例措置の適用を受けよう

とする者 

北斗国際交流事業協同組合 

出資金：２４０万円 

所在地：北海道宗谷郡猿払村鬼志別東町

１番地 

 

３ 〔略〕 

 

４ 特定事業の内容 

（1）事業に関与する主体 

   ① 巽冷凍食品株式会社 

 ② 株式会社 マルカ菅原商店 



   ③ オホーツク海陸食品株式会社 

   ④ 海王食品株式会社  

 ⑤ 丸本本間食品株式会社     

詳細は、別表４のとおり 

 

（2） 〔略〕 

（3） 〔略〕 

（4）事業により実現される行為 

技能実習生の受入れ機関の常勤の職

員の総数が５０人以下について、受入れ

られる技能実習生が「３人」から「６人」

になる。外国人技能実習生の受入れ数の

増加により、国際的な人材育成の促進

と、より多くの外国人技能実習生を受入

れることになることから、地域の国際交

流事業に対する取り組みや支援施策の

充実が進むことから地域における国際

貢献が促進される。 

 

（5）特定機関及び関係機関との連絡体制 

①特定機関 

監理団体である北斗国際交流事業協

同組合と円滑な連絡体制を構築し、適正

な研修及び実習に向けた情報交換を行

い、本特例措置の内容や研修・技能実習

制度の趣旨及び関係法令等について周

知徹底を図る。実習実施機関について

は、適正な研修実施の確認を行い、本特

例措置の内容や研修・技能実習制度の趣

旨及び関係法令等について周知徹底を

図る。 

また、特定機関において不正行為等や

研修生等の失踪又は不法残留事案の発

生が判明した場合には、直ちに、当該事

例の詳細を把握して地方入国管理官署

等関係機関及び構造改革特区担当室に

   ③ オホーツク海陸食品株式会社 

   ④ 海王食品株式会社  

                 

詳細は、別表４のとおり 

 

（2） 〔略〕 

（3） 〔略〕 

（4）事業により実現される行為 

研修生の受入れ機関の常勤の職員の

総数が５０人以下について、受入れられ

る研修生が「３人」から「６人」になる。

外国人研修生の受入れ数の増加により、

国際的な人材育成の促進と、より多くの

外国人研修生を受入れることになるこ

とから、地域の国際交流事業に対する取

り組みや支援施策の充実が進むことか

ら地域における国際貢献が促進される。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



報告を行う体制が整備されるよう必要

な指導を行う。 

 

②関係機関 

 札幌入国管理局稚内港出張所、稚内労

働基準監督署、稚内警察署との連携を密

にし、連絡会議の開催等により情報の共

有化を図る。 

   また、不正行為、不適正な事例等が発

生した場合においては、速やかな連絡・

連携により適正な対応策を講じる。 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

（1）規制の特例措置の必要性や要件適合

性を認めた根拠 

【主たる産業】 

① 当該特区内に、技能実習生を受け入れ

ようとする業種に属する事業を行う事

業所が相当程度集積しており、かつ、当

該業種が当該地域の主たる産業である

こと。 

 

＜要件適合性を認めた根拠＞ 

： 本特区内の主たる産業について、本

村の産業は、漁業・農業の大きく 2 つ

に分類されるが、漁業の中で水産加工

は、５社全てが村内において経営し、

地域的集約性が認められる。 

また、産業の構成比をみると、水産

加工就業者は89.1％、出荷額で95.8％

と高い割合となっている。 

したがって、特区内の事業所及び就

業者、出荷額構成比からみると、上述

の水産加工業は特区内の主たる産業

であると判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 当該規制の特例措置の内容 

（1）規制の特例措置の必要性や要件適合

性を認めた根拠 

【主たる産業】 

① 当該特区内に、研修生を受け入れよう

とする業種に属する事業を行う事業所

が相当程度集積しており、かつ、当該業

種が当該地域の主たる産業であること。

 

 

＜要件適合性を認めた根拠＞ 

： 本特区内の主たる産業について、本

村の産業は、漁業・農業の大きく 2 つ

に分類されるが、漁業の中で水産加工

は、４社全てが村内において経営し、

地域的集約性が認められる。 

また、産業の構成比をみると、水産

加工就業者は 70.１％、出荷額で

54.4％と高い割合となっている。 

したがって、特区内の事業所及び就

業者、出荷額構成比からみると、上述

の水産加工業は特区内の主たる産業

であると判断した。 

 



【派遣国との経済交流】 

② 当該業種に属する事業を行う特区内

の事業所全部の派遣国との当該事業に

係る取引額の合計が過去 1 年間に 10 億

円以上であること。 

 

＜要件適合性を認めた根拠＞ 

： 取引額について、特区内の事業所及び

その主な出荷先である北海道漁連に書

面調査を実施し、別表 1 のとおり結果を

得たことから、本村における事業所の過

去 1 年間の取引額が 10 億円を上回って

いることを確認し、当該要件を満たすも

のと判断した。 

（別表１により） 

 

【外国人技能実習生の帰国後の就業状況の

確認】 

③ 当該特区内において技能実習に従事

し、過去 1 年間に帰国した者の大半が、

帰国後本邦において修得した技術、技能

又は知識を要する業務に従事している

ことが確認されていること。 

 

＜要件適合性を認めた根拠＞ 

： 本村は中国からの技能実習生の受入れ

について、中国側の契約機関である「日

照美佳科苑食品有限公司など」に対し確

認したところ、別表２のとおり過去１年

間に帰国した者の全員が帰国後、本村に

おいて修得した技術、技能を必要とする

業務に従事していることを確認した。

（別表２より） 

 

【特区に係る有効求人倍率】 

④ 当該特区に係る有効求人倍率が、全国

【研修派遣国との経済交流】 

② 当該業種に属する事業を行う特区内

の事業所全部の研修派遣国との当該事

業に係る取引額の合計が過去 1 年間に

10 億円以上であること。 

 

＜要件適合性を認めた根拠＞ 

： 取引額について、特区内の事業所及び

その主な出荷先である北海道漁連に書

面調査を実施し、別表 1 のとおり結果を

得たことから、本村における事業所の過

去 1 年間の取引額が 10 億円を上回って

いることを確認し、当該要件を満たすも

のと判断した。 

（別表１により） 

 

【外国人研修生の帰国後の就業状況の確認】

③ 当該特区内において研修又は技能実

習に従事し、過去 1 年間に帰国した者の

大半が、帰国後本邦において修得した技

術、技能又は知識を要する業務に従事し

ていることが確認されていること。 

 

＜要件適合性を認めた根拠＞ 

： 本村は中国からの研修生の受入れにつ

いて、中国側の契約機関である「中国山

東国際経済技術合作公司」に対し確認し

たところ、別表２のとおり過去１年間に

帰国した者の全員が帰国後、本村におい

て修得した技術、技能を必要とする業務

に従事していることを確認した。（別表

２より） 

 

 

【特区に係る有効求人倍率】 

④ 当該特区に係る有効求人倍率が、全国



又は当該特区が属する都道府県の有効求人

倍率を上回っていること。 

 

＜要件適合性を認めた根拠＞ 

：特区内の市町村を所轄するハローワーク

の有効求人倍率は、別表３のとおりで全道

の有効求人倍率を上回っている。（別表３

により） 

 

 

又は当該特区が属する都道府県の有効求人

倍率を上回っていること。 

 

＜要件適合性を認めた根拠＞ 

：特区内の市町村を所轄する職業安定所の有

効求人倍率は、別表３のとおりで全道の有効

求人倍率を上回っている。（別表３により）

 

 



別　表　　【変更前】

実習実施機関一覧

№ 実習実施機関名 〒 所在地 代表者 従業員数 主たる製品 監理団体

1 巽冷凍食品株式会社 098-6232 宗谷郡猿払村鬼志別西町186 巽　　　昭 12 ホタテ、鮭、鱒 北斗国際交流事業協同組合

2 ㈱マルカ菅原商店 098-6225 宗谷郡猿払村芦野215番地27 桜井信之 7 ホタテ、鮭、鱒 北斗国際交流事業協同組合

3 オホーツク海陸食品㈱ 098-6228 宗谷郡猿払村小石291番地209 梁田二郎 9 ホタテ、鮭、鱒 北斗国際交流事業協同組合

4 海王食品株式会社 098-6105 宗谷郡猿払村浜猿払1075-41 太田俊章 6 ホタテ、鮭、鱒 北斗国際交流事業協同組合

別　表　　【変更前】

実習実施機関一覧

№ 実習実施機関名 〒 所在地 代表者 従業員数 主たる製品 監理団体

1 巽冷凍食品株式会社 098-6232 宗谷郡猿払村鬼志別西町186 巽　　純子 12 ホタテ、鮭、鱒 北斗国際交流事業協同組合

2 ㈱マルカ菅原商店 098-6225 宗谷郡猿払村芦野215番地27 桜井信之 7 ホタテ、鮭、鱒 北斗国際交流事業協同組合

3 オホーツク海陸食品㈱ 098-6228 宗谷郡猿払村小石291番地209 梁田徳雄 9 ホタテ、鮭、鱒 北斗国際交流事業協同組合

4 海王食品株式会社 098-6105 宗谷郡猿払村浜猿払1075-41 太田俊章 6 ホタテ、鮭、鱒 北斗国際交流事業協同組合

5 丸本本間食品株式会社 098-6341 宗谷郡猿払村知来別1257-1 本間研二 6 ホタテ、鮭、鱒 北斗国際交流事業協同組合


	計画概要
	計画データシート
	1_認定申請書（かがみ）
	2_計画書・別紙新旧対照表
	3_構造改革特別区域計画
	4_別表1　中国との取引状況
	5_別表2　実習生帰国後の状況
	6_別表3　有効求人倍率
	7_別表4　実習実施機関一覧
	8-1_添付資料一覧
	8-2_⑥区域図（Ｂ)
	8-3_工程表
	8-4_２-１　規制の特例措置を受ける主体の特定状況
	8-5_４  法第4条第３項の規定により聞いた意見の概要

